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○ 令和元年１０月３１日の火災以降、首里正殿等の復元に向けて、破損瓦等の撤去や焼失した
建物の解体等を進めるとともに、首里城正殿遺構等の一般公開を実施。

○ 一般公開をはじめとする「段階的公開」、正殿を皮切りとした「首里城復元」、それらの実施を
通した「地域振興・観光振興への貢献」に取り組んでいく。

段階的公開 首里城復元 地域振興・観光振興への貢献

首里城復元に向けた「３本柱」

首里城復元に向けて進む
破損瓦等の撤去や躯体の
解体、復元工事の様子を、
安全性を確保しながら一般
公開を進める。

正殿遺構の覆屋と公開用仮設デッキ

令和４年中の首里城正殿
の本体工事の着工に向けて、
関係機関と密に連携を図り
ながら、首里城復元に向け
た技術検討委員会での検
討を進める。

首里城の段階的公開、首
里城復元に向けたボランティ
ア活動や公園イベントの開
催を通して、沖縄の地域振
興・観光振興への貢献に努
めていく。

令和元年度 第３回技術検討委員会 首里城赤瓦漆喰はがしボランティア
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○ 昨年度に技術検討委員会においてとりまとめた「首里城正殿等の復元の工程表策定に向けた
技術的検討に関する報告」（3月17日）も踏まえ、政府において「首里城正殿等の復元に向けた工
程表」（3月27日首里城復元のための関係閣僚会議）を決定した。

１．基本的な考え方
前回復元時の設計・工程を踏襲することを基本とし、今般の火災を受けて、防火対策の強化及び材料調達の状況の変化等の反映の観点を踏まえ
工程を定めることとする。

２．技術的課題に関する方針
（１）防火対策の強化
①再発防止策の徹底
二度とこのような火災による焼失を生じさせないよう、今後想定さ れる様々な出火要因に対応するため、文化庁の「国宝・重要文化財（建造物）
等の防火対策ガイドライン」を踏まえた再発防止策を講じる。
②火災の早期発見と迅速な初期消火の徹底
今般の火災では、早期発見と初期消火を徹底することの重要性が確 認されたことを踏まえ、首里城正殿に、最先端の自動火災報知設備等の
火災の早期発見のための設備や、スプリンクラー設備等の迅速な初期消火のための設備を導入する。
③消防隊による消火活動の容易化
首里城が城郭に囲まれた特殊な地形に存在していることを踏まえ、 消防隊が迅速に消火活動を行うことができるよう、消火用の水を城郭内に
送るための連結送水管設備を導入する。
④消火のための水源の確保
「国宝・重要文化財（建造物）等の防火対策ガイドライン」等を踏まえて、貯水槽を増設するとともに、関係機関と連携して消火栓の新設を検討
する。
⑤世界遺産の構成資産である首里城跡の保護
連結送水管設備の導入や貯水槽の増設等に当たっては、世界遺産の構成資産である首里城跡の地下遺構の保護を前提に設計・施工を行う。
なお、この場合、前回復元時の工程から大きな変更は生じない。

（２）材料調達の状況の変化等の反映
①木材の調達
往時の首里城に使用されていたと推定されているチャーギ（イヌマ キ）及びオキナワウラジロガシの活用が望ましいが、前回復元時と同様、 こ
れらの樹種は稀少材であり、大量の材の調達は困難な状況である。
このため、首里城正殿の大径材は、前回復元時は樹種の特性等を考慮し、代替材としてタイワンヒノキの無垢材を使用したことなどを踏まえて、
今回の復元においてもヒノキ科の無垢材を使用する。具体的な樹種は、調達可能性などを踏まえて、国産ヒノキを中心にしつつ、カナダ ヒノキ、
調達可能であればタイワンヒノキも使用することを含めて、引き続き市場調査を行う。
チャーギ（イヌマキ）及びオキナワウラジロガシについても、引き続き、調達可能かどうかの調査を継続し、使える材があった場合には、可能な
限り活用する。

【令和2年3月27日「首里城正殿等の復元に向けた工程表」（一部抜粋）】



沖縄総合事務局首里城正殿等の復元に向けた工程表

令和2年3月27日首里城正殿等の復元に向けた工程表（別添） 4
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令和２年度の技術検討委員会では、昨年度にとりまとめた「首里城正殿
等の復元の工程表の策定に向けた技術検討に関する報告」（3月17日）や
首里城復元のための関係閣僚会議で決定された「首里城正殿等の復元に
向けた工程表」（3月27日）を踏まえて、以下の事項についてご検討いただ
きたい。

（１）昨年度の委員会報告で示された、以下を含む検討事項

① 首里城全体で今後整備すべき防火設備の具体的な内容

② 正殿の復元に用いる木材（構造材等）の樹種等

③ 前回復元後に確認された新たな知見への対応

（２）その他正殿の復元に係る設計条件（仕様・手法）等


